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会派略称

自参ク＝自民・参政クラブ　　　　　　　　公　明＝新宿区議会公明党
共　産＝日本共産党新宿区議会議員団　　　新宿会＝新宿未来の会
民無ク＝立憲民主党・無所属クラブ　　　　維　新＝日本維新の会・新宿区議団
現　役＝現役世代に優しい新宿・減税の会　れいわ＝れいわ新選組　新宿
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専決処分の承認について

議決すべき事件：令和7年度新宿区一般会計補正予算（第11号）を定める件
処分日：令和8年1月23日
専決処分の理由：衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の執行に関し、令和7年度
補正予算額：２億687万円、補正後予算額：1,983億1,029万8千円
新宿区一般会計歳入歳出予算を補正する必要があるため

予
算

(

1
3
件

)

令和8年度新宿区一般会計予算 予算額：1,878億3,556万円

令和8年度新宿区介護保険特別会計予算 予算額：278億5,897万6千円

令和8年度新宿区介護保険特別会計補正予算（第1号）
補正予算額：3億4,874万5千円、補正後予算額：282億772万1千円
補正の理由：保険給付費及び地域支援事業費の介護報酬改定に伴う増額　等を計上

令和8年度新宿区後期高齢者医療特別会計予算 予算額：99億5,540万4千円

令和8年度新宿区一般会計補正予算（第1号）

補正予算額：11億6,521万7千円、補正後予算額：1,890億77万7千円
補正の理由：熱中症対策としてエアコン設置にかかる費用を助成するための経費、障害福祉サービス等報酬改定に伴う増額、学童クラ
ブ運営事業者が、従事職員の宿舎借り上げに要した経費を助成するための経費、ＲＳウイルスワクチンの定期接種化に要する経費、民
生委員・児童委員活動に要する経費の増額、消火器購入経費補助に要する経費、高齢者のスマートフォン購入費用を助成するための
経費、ヒトパピローマウイルスの男性への任意接種における接種ワクチンの変更による増額　等を計上

令和8年度新宿区国民健康保険特別会計予算 予算額：382億9,154万9千円

令和8年度新宿区国民健康保険特別会計補正予算（第1号）
補正予算額：4,467万4千円、補正後予算額：383億3,622万3千円
補正の理由：国民健康保険事業費納付金の子ども・子育て支援金制度の開始に伴う納付金分の皆増、国民健康保険事業費納付金額
確定に伴う減額　等を計上

令和7年度新宿区国民健康保険特別会計補正予算（第3号）
補正予算額：△4億909万4千円、補正後予算額：383億2,973万3千円
補正の理由：事業実績による減額、国、都支出金の収入超過に伴う返納金　等を計上

令和7年度新宿区介護保険特別会計補正予算（第3号）
補正予算額：7,444万9千円、補正後予算額：278億4,148万円
補正の理由：事業実績による増額、基金利子の減　等を計上

令和7年度新宿区後期高齢者医療特別会計補正予算（第3
号）

補正予算額：3億2,476万円、補正後予算額：93億9,587万5千円
補正の理由：事業実績による減額、納付金額の確定に伴う増額　等を計上

令和7年度新宿区一般会計補正予算（第12号）
補正予算額：3億2,123万8千円、補正後予算額：1,986億3,153万6千円
補正の理由：保育士等の処遇改善のための単価改定に伴う保育委託費及び給付費、生活保護費等の追加給付業務に係る経費、新宿
区乳児等通園支援事業の周知に係る経費　等を計上

令和7年度新宿区一般会計補正予算（第13号）
補正予算額：△25億8,490万9千円、補正後予算額：1,960億4,662万7千円
補正の理由：事業実績による減額、基金利子・寄附金・庁舎建設に要する経費の積立金　等を計上

令和7年度新宿区一般会計補正予算（第14号）
補正予算額：824万2千円、補正後予算額：1,960億5,486万9千円
補正の理由：新宿スポーツセンターのプール利用休止による利用料金収入減等に伴う指定管理料の増額　等を計上

新宿区子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例の一
部を改正する条例

『子ども・子育て支援法』の改正により、新たに特定乳児等通園支援事業が開始されることに伴い、当該事業に係る命令等に関し違反し
た者を過料に処する対象に加える。

新宿区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営
に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

『子ども・子育て支援法』の改正により、地域型保育事業の利用定員に係る規定等が追加されたことに伴い、引用条項を改める。

新宿区特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定
める条例

特定乳児等通園支援事業の開始に向け、新宿区における『特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準（確認基準）』を定める。

１　令和7年特別区人事委員会の勧告を受け、管理職の職務・職責をより重視した給与体系の実現及び早期昇格者の処遇改善を図るた
め、行政職給料表（一）、医療職給料表（二）及び医療職給料表（三）を改定する。
２　国の取扱いとの均衡等を踏まえ、週休日等以外の日における管理職員特別勤務手当の支給対象時間を拡大する。
３　技能・業務系職員に係る人事・給与制度の見直しに伴い、人材の確保、世代間の給与配分の適正化等を図るため、行政職給料表
（二）の切替えを行う。

新宿区住民基本台帳制度の適正な運用に関する条例の一
部を改正する条例

『ストーカー行為等の規制等に関する法律』の改正により、ストーカー行為等の相手方に係る情報の提供を防止するための警察本部長
等の権限の強化に係る規定が追加されたことに伴い、引用条項を改める。

新宿区立産業振興施設条例の一部を改正する条例 経営相談等に係るスペースを拡張し、相談機能の充実を図るため、産業会館の和室及び研修室Dを廃止する。

新宿区介護保険条例の一部を改正する条例
令和7年度税制改正を踏まえた『介護保険法施行令』の改正に伴い、当該税制改正の影響により介護保険料の段階が変わり得る者につ
いて、当該税制改正前と同様の介護保険料の段階の判定となるよう令和8年度の介護保険料の段階の判定に関する合計所得金額の計
算方法の特例措置等を設ける。

新宿区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

新宿区保健衛生事務手数料条例の一部を改正する条例
『医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律』の改正により、希少疾病用医薬品等の臨床試験資料に係る
特例規定が削除されたこと等に伴い、引用条項を改める。

新宿区自転車等の適正利用の推進及び自転車等駐輪場の
整備に関する条例の一部を改正する条例

１　自転車等駐輪場の設置義務について、見直しを行う。
２　地区特性に応じた基準に基づき、必要な自転車等駐輪場の確保が図られている区域については、自転車等駐輪場の設置義務の対
象外とする。
３　自転車等駐輪場を容易に利用することができるように位置及び利用方法を表示しなければならないこととする。

新宿区リサイクル及び一般廃棄物の処理に関する条例の一
部を改正する条例

『資源の有効な利用の促進に関する法律施行令』の改正により、指定脱炭素化再生資源利用促進製品の定義規定が追加されたことに
伴い、引用条項を改める。

新宿区乳児等通園支援事業の実施に関する条例 区が実施する乳児等通園支援事業に関し、必要な事項を定める。

新宿区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例
『地方税法』の改正等に合わせ、現行の門前掲示場への掲示による公示送達の方法に加え、電磁的記録による公示送達の方法を定め
る。

新宿区保健事業の利用に係る使用料等を定める条例の一部
を改正する条例

がん検診の利用の促進を図るため、その検診費用を無料とする時限的な特例措置を令和9年3月31日まで継続する。

新宿区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関す
る条例の一部を改正する条例

『新宿区ワンルームマンション等の建築及び管理に関する条例』の改正により同条例の対象を拡大することを踏まえ、ワンルームマンショ
ン等を新たに本条例の対象とするとともに、題名を『新宿区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例』に改める。

新宿区大規模マンション及び開発事業に係る市街地環境の
整備に関する条例

区と開発事業者等が連携して、快適でゆとりある良好な市街地環境の形成に努めるとともに、高い防災性を備え、環境に配慮したまちづ
くりを推進し、もって誰もが安心して住み続けることができる地域社会の実現に資するため、大規模マンション及び開発事業に係る市街地
環境の整備に関し必要な事項を定める。

新宿区公共料金支払基金条例の一部を改正する条例 安定的な公共料金の支払を担保するため、新宿区公共料金支払基金の額を3億円から4億円に引き上げる。

新宿区環境土木・都市計画事務手数料条例の一部を改正す
る条例

『マンションの建替え等の円滑化に関する法律』の改正により、要除却等認定マンションの建替え・更新後のマンションに係る高さ制限の
緩和特例が創設されたこと等に伴い、規定を整備する。

新宿区中高層階住環境保全地区の区域内における建築物
の制限に関する条例

中高層階住居専用地区を廃止するとともに、引き続き指定階以上の階における風俗営業等を制限する中高層階住環境保全地区を指定
することに伴い、中高層階住環境保全地区の区域内における建築物の建築の制限に関し必要な事項を定める。

新宿区ワンルームマンション等の建築及び管理に関する条例
の一部を改正する条例

１　ワンルームマンション等の定義を改める。
２　ワンルームマンション等の建築主は、再配達の削減に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととする。
３　ワンルームマンション等の所有者等は、管理人のための郵便受けを設置する措置その他の管理人への申入れ、連絡等を円滑に行う
ことができると区長が認める措置を講じなければならないこととする。
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新宿区介護・福祉人材緊急確保・定着奨励金の支給に関す
る条例

介護・福祉サービスの質の向上及び人材を定着させるため、区内の介護事業所及び障害福祉サービス事業所等で勤務し、利用者への
直接支援を行う介護職員等及び福祉職員に対し奨励金を支給する。

新宿区保健事業の利用に係る使用料等を定める条例を
廃止する条例

区民の検診受診の促進を図るため、新宿区保健事業の利用に係る使用料等を無料にする。

新宿区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正
する条例

国の取扱いとの均衡等を踏まえ、週休日等以外の日における管理職員特別勤務手当の支給対象時間を拡大する。

新宿区立の小学校、中学校及び特別支援学校の非常勤の
学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関
する条例の一部を改正する条例

区立学校医等の公務災害補償額の算定基礎としている『都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条
例』の改正に合わせ、補償基礎額を改定する。

新宿区選挙長等の報酬及び費用弁償等に関する条例の一
部を改正する条例

『国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律』の改正を踏まえ、新宿区選挙管理委員会等が管理する選挙及び投票における選
挙長等の報酬の額を改定する。

条
例
の
制
定
・
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正

(
2
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件

)

新宿区行政手続条例の一部を改正する条例
『行政手続法』の改正に合わせ、聴聞や弁明の機会の付与に係る通知について、現行の門前掲示場への掲示による公示の方法に加
え、電磁的記録による公示の方法を定める。

新宿区職員定数条例の一部を改正する条例 職員の定数を変更する。

新宿区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する
条例

１　都市計画部建築指導課が行う建築物等耐震化支援事業を同部防災都市づくり課へ一部移管すること等に伴い、特定危険現場業務
手当の支給に係る対象組織に、同課を加える。
２　区児童相談所の設置方針の変更に伴い、他の地方公共団体等へ児童相談所に係る業務の研修として派遣されている子ども総合セ
ンター子ども相談支援課の職員が従事する一時保護業務等を児童相談所等現業手当の支給対象から削除する。

公益的法人等への新宿区職員の派遣等に関する条例の一
部を改正する条例

職員の派遣先団体に「一般財団法人道路管理センター」を追加する。

住民の居住環境保護と適正な民泊運営の実現に向けた制度
見直しに関する意見書

新宿区では全国最多となる3,600件超の民泊が集中し、ごみ出し違反・騒音・無届営業などの苦情が年間1,100件以上寄せられていま
す。区は制度開始当初よりこうした事態を懸念し、全国に先駆けて営業期間制限を含む厳格な条例を制定し、住環境保護に努めてきま
した。しかし、無届民泊や連絡不能な民泊事業者、管理の質が低い住宅宿泊管理業者の存在により対応負担が増大しています。
こうした民泊の実態にこの状況を踏まえ、制度の見直しを国会及び政府に求めました。

新宿区安心居住支援家賃の助成に関する条例
区民が安心して新宿区内に住み続けられるようにする必要があるため、公営住宅に入居することができない世帯が民間賃貸住宅に入居
している場合の家賃の一部を助成する。

新宿区立学校における学用品の給付に関する条例 保護者の経済的負担を軽減し、教育の機会均等を図る必要があるため、区立学校における教育活動に必要な学用品を給付する。

新宿区立学校における修学旅行費の無償化に関する条例 保護者の経済的負担を軽減し、教育活動の充実を図る必要があるため、区立学校における修学旅行費を無償化する。

新宿区国民健康保険条例の一部を改正する条例

１　基礎賦課額等の保険料率を改定する。
２　『子ども・子育て支援法』の改正等により子ども・子育て支援金制度が創設されたことに伴い、保険料の賦課額に子ども・子育て支援納
付金賦課額を追加し、保険料率を定める。
３　『国民健康保険法施行令』の改正に伴い、保険料の減額の対象となる所得基準を改める。
４　世帯主が1月1日に日本国内に住所を有していなかった世帯の普通徴収に係る保険料の前納について定める。

東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規
約について

東京都後期高齢者医療広域連合の経費の支弁の方法を変更するため、『地方自治法』第291条の3第3項の規定に基づき、関係地方公
共団体との協議により、東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約を定める。
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